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募集

募集
臨
時
管
理
栄
養
士

資
格
　
管
理
栄
養
士
資
格
を
持
つ

　
　
　
人

勤
務
時
間
　
月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
45
分

勤
務
場
所
　
守
口
市
役
所
保
育
・

　
　
　
　
　
幼
稚
園
課
・
保
育
係

勤
務
内
容
　
保
育
所
給
食
の
献
立

作
成
な
ど
給
食
管
理
業
務

給
与
　
日
額
９
千
439
円

申
履
歴
書
お
よ
び
資
格
証
の
写
し

　
を
、
人
事
課
へ
持
参
ま
た
は
郵

　
送（
〒
５
７
０‒

８
６
６
６

京
阪
本
通
２‒

２‒

５
）

問
人
事
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
０
８

臨
時
看
護
師

資
格
　
看
護
師
ま
た
は
准
看
護
師

　
　
　
資
格
を
持
つ
人

勤
務
時
間
　
月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
45
分

　備
土
曜
日
は
正
午
ま
で

勤
務
場
所
　
市
立
保
育
所

勤
務
内
容
　
入
所
児
童
の
健
康
管

　
　
　
　
　
理
・
保
健
業
務

給
与
　
日
額
９
千
439
円

　備
土
曜
日
は
時
間
給

申
・
問
履
歴
書
お
よ
び
資
格
証
の

　
写
し
を
、
保
育
・
幼
稚
園
課
保

　
育
係
へ
持
参
ま
た
は
郵
送

　（
〒
５
７
０‒

８
６
６
６

京
阪
本
通
２‒

２‒

５
）

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
６
１

臨
時
保
育
士

資
格
　
保
育
士
資
格
を
持
つ
人

勤
務
時
間
　
月
曜
日
〜
土
曜
日

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
45
分

備
土
曜
日
は
正
午
ま
で

勤
務
場
所
　
市
立
保
育
所

勤
務
内
容
　
保
育
業
務

給
与
　
日
額
９
千
439
円

備
土
曜
日
は
時
間
給

ア
ル
バ
イ
ト
延
長
保
育
士

資
格
　
保
育
士
資
格
を
持
つ
人

勤
務
時
間
　
月
曜
日
〜
土
曜
日

▽
早
朝
＝
午
前
７
時
30
分
〜
10
時

　　
　
　
15
分
の
う
ち
２
時
間

▽
薄
暮
＝
午
後
３
時
〜
６
時
30
分

　　
　
　
の
う
ち
３
時
間

　た
だ
し
、
土
曜
日
は
正
午
〜
午
後

６
時
30
分
の
う
ち
２
時
間

勤
務
場
所
　
市
立
保
育
所

勤
務
内
容
　
保
育
業
務

給
与
　
時
給
１
千
252
円

申
・
問
い
ず
れ
も
履
歴
書
お
よ
び

　
保
育
士
証
の
写
し
を
、
保
育
・

　
幼
稚
園
課
保
育
係
へ
持
参
ま
た

　
は
郵
送

　（
〒
５
７
０‒

８
６
６
６

京
阪
本
通
２‒

２‒

５
）

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
６
１

臨
時
保
育
士

ア
ル
バ
イ
ト
延
長
保
育
士

募集

　
電
気
器
具
は
、
使
い
方
を
誤
っ

た
り
、
故
障
し
た
ま
ま
で
使
用
し

て
い
る
と
火
災
の
原
因
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

▽
プ
ラ
グ
を
正
し
く
接
続
す
る

▽
机
や
た
ん
す
な
ど
で
コ
ー
ド
を

　
踏
み
つ
け
な
い

　▽
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ（
ほ
こ
り
に
よ

　
る
漏
電
）現
象
防
止
の
た
め
、

　
た
ん
す
や
冷
蔵
庫
の
裏
な
ど
見

　
え
に
く
い
箇
所
に
あ
る
プ
ラ
グ

　
は
、
定
期
的
に
乾
い
た
布
な
ど

　
で
清
掃
す
る

▽
電
気
器
具
を
使
用
す
る
際
は
、

　
取
扱
説
明
書
を
よ
く
読
み
、
そ

　
の
機
能
を
十
分
に
理
解
し
て
正

　
し
く
使
用
す
る

問
守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
消
防

　
本
部
予
防
課

℡ 

０
６
・
６
９
０
６
・
１
３
０
２

　
空
気
が
乾
燥
し
、
火
災
が
発
生

し
や
す
い
時
期
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
火
災
を
引
き
起
こ

さ
な
い
た
め
に
次
の
対
策
を
取
り

ま
し
ょ
う
。

▽
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
、
住
宅

　
用
火
災
警
報
器
を
設
置

▽
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、
寝

　
具
、
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン
は

　
防
炎
品
を
使
用

▽
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

　
め
、
住
宅
用
消
火
器
な
ど
を
設

　
置

　
ま
た
、
放
火
対
策
も
忘
れ
ず
、

家
全
体
を
見
渡
し
、
ご
近
所
と
声

を
か
け
あ
っ
て
住
宅
火
災
の
予
防

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
は

設
置
義
務
化
し
て
か
ら
６
月
で
10

年
が
経
過
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

設
置
か
ら
10
年
以
上
が
経
過
し
て

い
る
場
合
は
、
本
体
内
部
の
電
子

部
品
の
劣
化
な
ど
が
考
え
ら
れ
、

本
体
を
交
換
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
た
め
、
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

問
守
口
消
防
署

℡ 

０
６
・
６
９
９
３
・
０
１
１
９

電
気
器
具
の安全

な
取
り
扱
い

住
宅
火
災
の
予
防


